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南相馬市鹿島区地域協議会

会長 二頃 イロ″雀

南相馬市長 桜井 勝延

公の施設 (南相馬市かしま市民活動交流センタヽ)の設置及び管理運営に

関することについて (諮問)

地方 自治法第 202条 の 7第 2項の規定により、下記の事項について貴地域

協議会の意見を求めます。

記

1。 南相馬市かしま市民活動交流センター条例等の制定及び指定管理者導入に
ついて         、                   3
(内容説明資料 男J紙の とお り)


